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中国国際経済貿易仲裁委員会「仲裁規則」・試訳（1）  

川 嶋 四 郎・温   桂雨 共訳  

＊ 中華人民共和国において、中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC：China  

Internati。nalEc。n。micandTradeArbitrationtommission）の仲裁は、   

すでに相当の実績をあげている。   

中国における民事紛争処鍵の一般的な傾向として、一方で、民事訴訟の機能   

的問題点が指摘され、様々な改革の試みがなされているが、他方で、中国国際   

経済貿易仲裁委員会における仲裁は、比較的よく用いられており、その公正か   

っ迅速な民事紛争の処塵については、一定の評価が確立しているとのことで   

ある。   

ところで、中国国際経済貿易仲裁委員会が、従来の実績をもとに、近時、金   

融紛争に特化した「金融紛争仲裁規則」を制定し、金融紛争仲裁を開始したこ   

とは、すでに紹介した。そして、『金融紛争仲裁規則』の全訳を試みた（川嶋   

四郎＝温桂雨訳「中国国際経済貿易仲裁安貞会「金融紛争仲裁規則」（試訳）」   

法政研究70巻3号772貢〔2003年〕）が、本稿では、同委員会が、2000年10月1   

日から改訂実施しており定評ある仲裁の一般法としての意義をも有する「仲   

裁規則」の邦語訳を試みた。上記「金融紛争仲裁規則」も、この仲裁規則が基   

礎になっている。   

なお、以下の翻訳にさいしては、前回の試訳同様、川嶋が、同規則の英文を、   

温が中文を、それぞれ翻訳し、両者を付き合わせて和訳を試みた。原文にはな   

いものの、便宜上、窓見出しや項・号等を付すことにした。ただし、それは、   

日本の条項のルールと必ずしも一致するものではないことを、予めお断りし   

たい。   

本翻訳も、これまでのものと同様に、2003年夏に、「APEC諸国における債   

権回収訴訟・仲裁の実状に関する研究会（座長・北川俊光、関西大学法学部教  
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授）」の一員として、北京等を訪問したさいに入手した資料（中国国際経済貿  

易仲裁委員会「仲裁規則」〔2000年10月1日施行〕（ChinaInternationalEco－  

nomicandTradeArbitrationCommission，ArbitrationRules〔Effective  

asfromOctoberl，2000〕））に基づく。  

この研究会の報告書としては、St王engthening豆conomic LegalInfras－  

tructureCoordinatingGrouped・，2003StudyonDebtCollectionLitiga－  

tion／ArbitrationinAPECEconomies，Japan，2003（和文として、APEC諸  

国における債権回収訴訟・仲裁の実状に関する研究会『法制度整備支援調査：  

APEC諸国における債権回収訴訟・仲裁の実状に関する調査報告書（平成15年  

度経済産業省委託調査）』（2003年））を参照。  

中国国際経済貿易仲裁委員会   

仲裁規則  

（ArbitrationRules）  

2000年9月5日改訂  

2000年10月1日施行  
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第1章 総則  

第1節 管轄  

（趣旨）  

第1条 本規則は、中華人民共和国仲裁法およびその他の関係法規の規定ならびに  

旧中央人民政府政務院の「判断」、国務院の「通知」お皐び「公式見解」に従っ  

て、制定されたものである。  

（仲裁事項）  

第2条1中国国際経済貿易仲裁委員会（旧中国国際貿易促進委員会対外貿易仲  

裁委員会。後に中国国際貿易促進委員会対外経済貿易仲裁委員会と改称  

し、現在は中国国際経済貿易仲裁委員会と称する：以下「仲裁委員会」  

という）は、仲裁の手段によって、契約的な性格をもつ経済および貿易  

から生じる紛争、または、契約的な性質をもたないその種の紛争を、独  

立かつ公正に解決するものとする。  

2 ここにいう紛争には、下記に掲げるものが含まれる。  

一 国際的な紛争または国際関係的な紛争、  

二 香港特別行政区、マカオ特別行政区または台湾地域に関係する紛争、  

三 外資企業間の紛争、および、外資企業と中国法人、自然人および／  

または経済組織との間の紛争、  

四 中国法人、自然人および／あるV）はその他の経済組織が、外国、国  

際組織ま長は香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾地域から  

の資本、技術またはサービスを利用して行う、プロジェクト・ファイ  

ナンス、入札、プロジェクト建設またはその他の活動を行うことから  

生じる紛争、  

五 中華人民共和国の法律または行政法規における特段の規定に従い、  

または、それらに由来する特別授権に基づいて、仲裁委員会が認める  

紛争、および、  
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六 当事者が仲裁委員会の仲裁に合意したその他の内国紛争。  

3 仲裁委員会は、以下に掲げる紛争を受理しない。  

一 婚姻、養子縁組、後見、扶養および相続に関する紛争、  

二 法が行政機関による処理を要求する行政紛争、および、  

三 労働紛争、および、農業集団経済組織内部における農業請負契約に  

関する紛争。  

（事件の受理）  

第3条 1 仲裁委員会は、当事者の一方からの書面による申立てに基づき、当事  

者が紛争の発生前後に締結した、紛争を仲裁委員会の仲裁に付す旨の仲  

裁合意に従い、事件を受理するものとする。  

2 仲裁合意とは、当事者間で契約に定めた仲裁条項、または、仲裁によ  

る紛争解決を規定したその他の書面による合意を指すものとする。  

（仲裁合意をめぐる争い）  

第4条 仲裁委員会は、仲裁合意の存否および有効性、および、仲裁事件の管轄権  

について、判断を行う権限を有する。関係当事者が、仲裁合意の有効性を争  

い、当事者の一方が、仲裁委員会にその判断を求め、他方が、人民法院に判  

断を下すように求めた場合には、人民法院が、その判断を行うものとする。  

（仲裁契約の独立性）  

第5条 契約に含まれた仲裁条項は、契約におけるその他の条項と分離、独立して  

存在する条項とみなすものとし、契約に附属した仲裁合意も、契約のその他  

の条項と分離、独立レて存在する契約の一部として、取り扱わなければなら  

ない。契約の変更、取消し、終了、失効、無効および不存在は、仲裁条項ま  

たは仲裁合意の有効性に影響を及ぼすことはない。  

（仲裁合意や管轄についての抗弁）  

第6条 1 仲裁合意および／または仲裁事件の管轄についての抗弁は、仲裁廷の  

71（2・321）555   



中国国際経済貿易仲裁委員会「仲裁規則」・試訳（1）F5  

第1回開廷日までに、それを提出しなければならない。書面のみに基づ  

いて審理する事件の場合において、管轄についての抗弁は、最初の実体  

的抗弁の提出前に、提出しなければならない。  

2 仲裁合意および／または仲裁事件の管轄についての抗弁は、仲裁手続   

に従った事件の審問に、影響を及ぼすことはない。  

（仲裁手続の基礎）  

第7条 当事者が、紛争を仲裁委員会の仲裁に付すことに同意した場合には、本仲  

裁規則に基づいて事件の仲裁を行うことに同意したものとみなす。ただし、  

当事者が別段の約定を行い、かつ、仲裁委貞会がそれに同意した場合は、そ  

の約定に基づくものとする。  

第2節 組織  

（仲裁委員会の構成1）  

第8条 仲裁委員会は、名誉委員長1名および顧問若干名を置く。  

（仲裁委員会の構成2）  

第9条1仲裁委員会は、委貞長1名、副委貞長若干名および委員により構成さ  

れる。委員長は、本仲裁規則により付与された職務と義務を遂行し、副  

委員長は、委貞長からの授権を受けて、その職務と義務を遂行すること  

が許される。  

2 仲裁委員会は、書記局を設け、仲裁委員会書記長の指導のもとで、仲  

裁委員会の日常事務を処理するものとする。  

（仲裁人）  

第10条 仲裁委員会は、仲裁人名簿を設ける。仲裁人は、法、経済および貿易、科  

学技術等の領域における専門知識と実務経験を有する中国人および外国人の  

中から、仲裁委員会によって、選任されかつ任命される。  
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（仲裁委員会の設置場所）  

第11条1仲裁委員会は、これを北京に設ける。仲裁委員会は、深酬経済特区に  

仲裁委員会深酬支部を設け、上海には仲裁委貞会上海支部を設ける。仲  

裁委員会支部は、仲裁委貞会の構成部分である。  

2 仲裁委員会支部は、書記局を設け、仲裁委員会支部の書記長の指導の  

もとで、個々の仲裁委員会支部における日常業務を処理するものとする。  

3 本仲裁規則は、仲裁委員会およびその支部に、統一的に適用される。  

仲裁手続が、支部で行われる場合には、仲裁委員会の委貞長、書記局お  

よび書記長によって遂行されるべき本仲裁規則における職務と義務は、  

仲裁委員会委員長により権限を付与された副委員長、仲裁委員会支部の  

書記局および書記長によって、それぞれ遂行されるものとする。ただし、  

本規則第30条の規定による場合は、この限りではない。  

（仲裁地についての当事者の合意）  

第12条1当事者双方は、その紛争を、北京の仲裁委員会、深別の深酬仲裁委員  

会支部または上海の上海仲裁委員会支部による仲裁に付す旨の合意をす  

ることができる。  

2 この約定がない場合には、申立人は、北京における仲裁委員会により  

仲裁を行うか、深別の深桝仲裁委員会支部により行うか、または、上海  

の上海仲裁委員会支部により行うかについて、選択権を有する。  

3 いつどこで仲裁を行うかについては、最初に行われた選択が、終局的  

なものとなる。この点に関して争いが生じた場合には、仲裁委員会が、  

その判断を行う。  
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中国国際経済貿易仲裁委員会「仲裁規則」・試訳（1）F7  

第2章 仲裁手続  

第1節 仲裁の申立て、答弁および反対請求  

（仲裁手続の開始）  

第13条 仲裁手続は、仲裁委員会またはその支部が、「仲裁の通知」を発した日から  

開始する。  

（仲裁申立て）  

第14条 仲裁の申立てを行う申立人は、下記に掲げることがらを実施しなければな  

らない。   

（1）書面による仲裁申立てを行わなければならない。その仲裁申立書には、特  

に、次の事項を明記しなければならない。   

（a）申立人および相手方の名前と住所（郵便番号、電話、テレックス、ファ  

クシミリおよび電報の番号、または、その他通信方法があれば、それも明  

記すること）、  

（b）申立人が根拠とする仲裁合意、  

（C）事実関係と紛争の要点、および、  

（d）申立人の請求および請求を基礎付ける事実と証拠。  

仲裁申立書には、申立人および／または申立人の代理人が、必ず署名およ  

び／または押印しなければならない。   

（2）仲裁申立書を提出するさいに、申立人の請求を基礎付ける事実を証する重  

要な文書証拠を、添付しなければならない。   

（3）仲裁委員会が定めた仲裁費用表（後掲）に従い、仲裁費用を予納しなけれ  

ばならない。  

（仲裁申立書等の審査、送達等）  

第15条1仲裁申立書およびその添付葦類等を受け取った後に、仲裁委員会の書  

記局が、審査を行い、申立人が仲裁に必要な方式を満たしていないと判  
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断した場合には、書記局は、申立人に、その補完を求めることができる。  

仲裁申立ての方式が満たされていると判断した場合には、書記局は、相  

手方に対して、ただちに、申立人の仲裁申立書とその添付書類等の写し、  

仲裁委員会の仲裁規則、仲裁人名簿、および、仲裁費用表とともに、仲  

裁通知を送達しなければならない。それと同時に、申立人に対しても、  

仲裁通知、仲裁規則、仲裁人名簿と仲裁費用表が、送達されねばならな  

い。  

2 仲裁委員会の書記局は、申立人と相手方に仲裁通知を送達した後に、  

その構成員の1名を指名して、仲裁案件の手続管理業務を、担当させな  

ければならない。  

（仲裁人の選任）  

第16条 申立人と相手方は、仲裁通知を受け取った日から20日以内に、各自が、仲  

裁委員会の仲裁人名簿の中から仲裁人1名を選任するか、または、仲裁委員  

会の委員長にその選任を委任しなければならない。  

（答弁書等の提出）  

第17条 相手方は、仲裁通知を受け取った日から45日以内に、仲裁委員会の書記局  

に、答弁書および関連する重要な文書証拠を、提出しなければならない。  

（反対請求）  

第18条1相手方が、反対請求を行う場合には、仲裁通知を受け取った日から遅  

くとも60日以内に、仲裁委員会の書記局に対して、その書面を提出レな  

ければならない。仲裁延は、正当な理由があると認めた場合には、この  

期間を伸長することができる。  

2 反対請求を行う場合には、相手方は、その反対請求書の中に、特定さ  

れた請求、その請求を基礎付ける事実および理由を明記し、かつ、重要  

な文書証拠を、それに添付しなければならない。  

3 反対請求を行う場合には、相手方は、仲裁委員会の仲裁費用表の規定   
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に基づいて、仲裁費用を予納しなければならない。  

（請求の変更）  

第19条 申立人は、その請求の変更を求めることができ、相手方も、その反訴請求  

の変更を求めることができる。ただし、仲裁延は、その変更の申立てが時機  

に後れたために、仲裁手続の進行に悪影響を及ぼすと判断した場合には、そ  

の変更を拒否することができる。  

（仲裁申立書等の提出部数）  

第20条 当事者が、仲裁申立書、答弁書、反対請求書および文書証拠ならびにその  

他の文書を提出するさいには、それぞれ5部ずつ提出するものとする。当事  

者の数が2名以上の場合には、それに応じて部数を増やすものとする。仲裁  

廷の構成員が1名の場合には、その数を2部減らすことができる。  

（答弁書等の不提出の影響）  

第21条 相手方が書面による答弁を提出しない場合、および／または、申立人が相  

手方の反対請求に対して書面による答弁を提出しない場合であっても、仲裁  

手続の進行は、影響を及ぼされることはない。  

（仲裁代理人）  

第22条1 当事者は、仲裁代理人に、関係仲裁事項の処理を委任することができ  

る。委任を受けた代理人は、仲裁委貞会に委任状を提出しなければなら  

ない。  

2 中国人および外国人は、委任を受けて、仲裁代理人となることができ  

る。  

（保全措置）  

第23条1当事者が財産の保全措置を申し立てた場合には、仲裁委員会は、その  

財産の保全措置が申し立てられた当事者の住所地、または、その当事者  
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の財産が存在すると主張された土地を管轄する人民法院に、その判断を  

求めて、その旨の申立書を提出しなければならない。  

2 当事者が証拠保全を申し立てた場合には、仲裁委員会は、当事者の申  

立てを、証拠の所在地を管轄する人民法院に、その判断を求めて、その  

旨の申立書を提出しなければならない。  

第2節 仲裁延の構成  

（仲裁人の選任等）  

第24条1当事者各自は、それぞれ仲裁委員会の仲裁人名簿の中から、仲裁人1  

名を選任するか、または、仲裁委員会の委貞長にその選定を委任しなけ  

ればならない。第三の仲裁人は、当事者双方が共同で選任するか、また  

それができない場合には、共同で仲裁委員会の委員長にその選定を委任  

しなければならない。  

2 当事者双方は、相手方が仲裁通知を受け取った日から20日以内に、第  

三の仲裁人を共同で選任するか、または、共同で仲裁委員会の委員長に  

選定を委任することができない場合には、仲裁委員会の委員長が、選定  

するものとする。この第三の仲裁人が、主任仲裁人となる。  

3 主任仲裁人は、選任または選定された2名の仲裁人と共同で仲裁廷を  

構成し、共同で事件を審理する。  

（単独の仲裁人）  

第25条1 申立人と相手方は、共同して、仲裁廷を構成しかつ単独で事件を審理  

する単独の仲裁人を選任することができ、またそれができない場合には、  

仲裁委員会の委員長に、その選定を委任することができる。  

2 単独の仲裁人により事件を審理する旨の約定が存在するものの、相手  

方が仲裁通知を受け取った日から20日以内に、当事者間で単独の仲裁人  

の選任について合意することができない場合には、仲裁委員会の委員長  

が、その選定を行うものとする。   
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（仲裁委員会委員長による仲裁人の選定）  

第26条 申立人または相手方は、本仲裁規則第16条の規定に基づいて、仲裁人を選  

任することができず、また仲裁委員会の委員長に選定を委任することができ  

ない場合には、仲裁委員会の委員長が、仲裁人を選定するものとする。  

（当事者が複数の場合における仲裁人の選任）  

第27条1仲裁事件につき、複数の申立人および／または相手方がいる場合には、  

申立人の側および／または相手方の側は、イ中裁委員会の仲裁人名簿の中  

から、それぞれ協議を通じて、共同で仲裁人1名を選任するか、またそ  

れができない場合には、共同で仲裁委員会の委員長に、その選定を委任  

しなければならない。  

2 申立人の側および／または相手方の側が、仲裁通知を受け取った日か  

ら20日以内にそれぞれ共同で仲裁人1名を選任するか、または、それぞ  

れ共同で仲裁委員会の委員長にその選定を委任することができない場合  

には、仲裁委員会の委員長が、仲裁人を選定するものとする。  

（仲裁人の回避）  

第28条 選任または選定された仲裁人が、事件について個人的な利害関係がある場  

合には、その状況を自ら仲裁委員会に明らかにし、かつ、事件の担当を回避  

しなければならない。  

（忌避の申立て）  

第29条1当事者は、選任または選定された仲裁人の公正性および独立性を疑う  

に足りる正当な理由を有する場合には、仲裁委員会に対して書面によっ  

て、当該仲裁人の忌避を申し立てることができる。その中立てにさいし  

ては、忌避の申立てを基礎付ける事実と理由が、それを証する証拠とと  

もに提出されなければならない。  

2 仲裁人に対する忌避の申立ては、第1回審理の前に、書面により行わ  

なければならない。忌避の理由が、第1回審理の後に発生し、または、  
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当事者が第1回審理の後に知った場合には、最終審理期日の前までに、  

忌避の申立てをすることができる。  

（忌避の審理）  

第30条1仲裁委員会の委員長は、仲裁人が忌避されるべきか否かについて、そ  

の判断を行うも甲とする。  

2 仲裁委貞会の委員長によってその判断が行われるまでは、忌避を申し  

立られた仲裁人であっても、その義務を履行し続けなければならない。  

（新たな仲裁人の選任等）  

第31条1仲裁人が、回避、忌避、死亡、仲裁人名琴からの除名およびその他の  

理由により、その義務を履行することができない場合には、当該仲裁人  

が選任または選定された手続によって、改めて新たな仲裁人を、選任ま  

たは選定しなければならない。  

2 新たな仲裁人を選任または選定した後において、仲裁廷時、以前に行っ  

た手続の全部あるいは一部を繰り返し行う必要があるか否かの判断を行  

う裁量権を有する。  

（続く）  

71（2・313）547   

－ 
 


